
別表（第４条関係） 

 

法人文書の種別 開示方法 開示実施手数料の額 

一  文書又は図画（二

の項から四の項まで

又は八の項に該当す

るものを除く。） 

イ 閲覧 １００枚までごとにつき１００円 

ロ 撮影した写真フィルム

を印画紙に印画したもの

の閲覧 

１枚につき１００円に１２枚までごと

に７６０円を加えた額 

ハ 複写機により複写した

ものの交付 

用紙１枚につき１０円（Ａ２判につい

ては４０円、Ａ１判については８０円） 

ニ 複写機により用紙にカ

ラーで複写したものの交

付 

用紙１枚につき２０円（Ａ２判につい

ては１４０円、Ａ１判については１８

０円） 

ホ 撮影した写真フィルム

を印画紙に印画したもの

の交付 

１枚につき１２０円（縦２０３ミリメ

ートル、横２５４ミリメートルのもの

については、５２０円）に１２枚まで

ごとに７６０円を加えた額 

ヘ スキャナにより読み取

ってできた電磁的記録を

フレキシブルディスクカ

ートリッジに複写したも

のの交付 

フレキシブルディスクカートリッジ１

枚について５０円に当該文書又は図面

１枚ごとに１０円を加えた額 

ト スキャナにより読み取

ってできた電磁的記録を

光ディスク（日本工業規

格Ｘ０６０６及びＸ６２

８１に適合する直径百二

十ミリメートルの光ディ

スクの再生装置で再生す

ることが可能なものに限

る。）に複写したものの交

付 

１枚につき１００円に当該文書又は図

面１枚ごとに１０円を加えた額 

チ スキャナにより読み取

ってできた電磁的記録を

光ディスク（日本工業規

格Ｘ６２４１に適合する

直径百二十ミリメートル

の光ディスクの再生装置

で再生することが可能な

ものに限る。）に複写した

ものの交付 

１枚につき１２０円に当該文書又は図

面１枚ごとに１０円を加えた額 

二  マイクロフィルム イ 用紙に印刷したものの

閲覧 

用紙１枚につき１０円 



ロ 専用機器により映写し

たものの閲覧 

１巻につき２９０円 

 

ハ 用紙に印刷したものの

交付 

用紙１枚につき８０円（Ａ３判につい

ては１４０円、Ａ２判については３７

０円、Ａ１判については６９０円） 

三  写真フィルム イ 印画紙に印画したもの

の閲覧 

１枚につき１０円 

ロ 印画紙に印画したもの

の交付 

１枚につき３０円（縦２０３ミリメー

トル、横２５４ミリメートルのものに

ついては、４３０円） 

四 スライド（九の項

に該当するものを除

く。） 

イ 専用機器により映写し

たものの閲覧 

１巻につき３９０円 

ロ 印画紙に印画したもの

の交付 

１枚につき１００円（縦２０３ミリメ

ートル、横２５４ミリメートルのもの

については、１，３００円） 

五 録音テープ（九の

項に該当するものを

除く。）又は録音ディ

スク 

イ 専用機器により再生し

たものの聴取 

１巻につき２９０円 

ロ 録音カセットテープに

複写したものの交付 

１巻につき４３０円 

六 ビデオテープ又は

ビデオディスク 

イ 専用機器により再生し

たものの視聴 

１巻につき２９０円 

ロ ビデオカセットテープ

に複写したものの交付 

１巻につき５８０円 

七 電磁的記録（五の

項、六の項又は八の

項に該当するものを

除く。） 

イ 用紙に出力したものの

閲覧 

用紙１００枚までごとにつき２００円 

ロ 専用機器により再生し

たものの閲覧又は視聴 

１ファイルごとにつき４１０円 

ハ 用紙に出力したものの

交付（ニに揚げる方法に

該当するものを除く。） 

用紙１枚につき１０円 

ニ 用紙にカラーで出力し

たものの交付 

用紙１枚につき２０円 

ホ フレキシブルディスク

カートリッジに複写した

ものの交付 

１枚につき５０円に１ファイルごとに

２１０円を加えた額 



ヘ 光ディスク（日本工業

規格Ｘ０６０６及びＸ６

２８１に適合する直径百

二十ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生

することが可能なものに

限る。）に複写したものの

交付  

１枚につき１００円に１ファイルごと

に２１０円を加えた額 

ト 光ディスク（日本工業

規格６２４１に適合する

直径百二十ミリメートル

の光ディスクの再生装置

で再生することが可能な

ものに限る。）に複写した

ものの交付 

１枚につき１２０円に１ファイルごと

に２１０円を加えた額 

チ 幅１２．７ミリメート

ルのオープンリールテー

プに複写したものの交付 

１巻につき７，０００円に１ファイル

ごとに２１０円を加えた額 

リ 幅１２．７ミリメート

ルの磁気テープカートリ

ッジに複写したものの交

付 

１巻につき８００円（日本工業規格Ｘ

６１３５に適合するものについては

２，５００円、国際規格１４８３３、

１５８９５又は１５３０７に適合する

ものについてはそれぞれ８，６００円、

１０，５００円又は１２，９００円）

に１ファイルごとに２１０円を加えた

額 

ヌ 幅八ミリメートルの磁

気テープカートリッジに

複写したものの交付 

１巻につき１，８００円（日本工業規

格Ｘ６１４２に適合するものについて

は２，６００円、国際規格１５７５７

に適合するものについては３，２００

円）に１ファイルごとに２１０円を加

えた額 



ル 幅３．８１ミリメート

ルの磁気テープカートリ

ッジに複写したものの交

付 

１巻につき５９０円（日本工業規格Ｘ

６１２９、Ｘ６１３０、Ｘ６１３７に

適合するものについては、それぞれ８

００円、１３００円又は１，７５０円）

に１ファイルごとに２１０円を加えた

額 

八 映画フィルム イ 専用機器により映写し

たものの視聴 

１巻につき３９０円 

ロ ビデオカセットテープ

に複写したものの交付 

６，８００円（１６ミリメートル映画

フィルムについては１３，０００円、

３５ミリメートル映画フィルムについ

ては１０，１００円）に記録時間１０

分までごとに２，７５０円（１６ミリ

メートル映画フィルムについては３，

２００円、３５ミリメートル映画フィ

ルムについては２，６５０円）を加え

た額 

九 スライド及び録音

テープ（第３条第５

項に規定する場合に

おけるものに限る。） 

イ 専用機器により再生し

たものの視聴 

１巻につき６８０円 

ロ ビデオカセットテープ

に複写したものの交付 

５，２００円（スライド２０枚を超え

る場合にあっては、５，２００円にそ

の超える枚数１枚につき１１０円を加

えた額） 

備考 一の項ハ、二の項ハ又は七の項ハの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、   

片面を１枚として額を算定する。 

 

 


